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平成30年
第3回定例会

旧川越織物市場整備工事請負契約を可決
放課後児童健全育成事業の設備等に関する基準条例の一部を改正する条例を可決

定例会の経過

川越市マスコットキャラクター ときも川越市マスコットキャラクター ときも

旧川越織物市場整備後のイメージ図

＜6月＞	
　7日　議案13件上程　報告４件
１２日　市政報告　議案質疑
１３日　議案１件撤回　議案質疑 
１５日　 川越地区消防組合のあり方 

に関する特別委員会設置 
決議１件採決　一般質問

１８日　一般質問
１９日　 一般質問
２０日　 一般質問　人事案件１件 

採決　市政報告 

２１日　４常任委員会
２５日　２特別委員会
２６日　特別委員会
２７日　特別委員会
２９日　 市政報告　請願１件 

議案 12 件　採決 
議案２件上程　議案２件 
議員提出議案１件　採決

平成 30 年 7 月 25 日発行



平成30年7月25日発行 （2）議 会 だ よ り

　６月７日、議案第６３号「川越市債権管理条例を
定めることについて」が上程され、６月１２日に２
名の議員が質疑を行い、議案に対する懸念が示され
ました。（質疑については５～６ページをご覧ください）
　６月１３日、市長より、議案第６３号を撤回し、
別途管理していた債権について説明した後、今定例
会に再提出したい旨の申し入れがあり、撤回承認さ
れました。
　６月２０日、別途管理していた債権について、市
政報告「別途管理している水道料金債権について」
がありました。（市政報告については１２ページをご覧く
ださい）
　６月２９日、債権の放棄の対象となる非強制徴収
公債権および私債権の額を、１００万円未満から
５０万円未満に、また、施行期日を平成３０年１０
月１日から平成３１年１月１日に修正した議案第
７６号「川越市債権管理条例を定めることについて」
が上程され、質疑が行われ、委員会に付託した上で、
継続審査となりました。（質疑については７ページをご覧
ください）

○制定の趣旨
　本市の債権管理に関する事務処理について必要な
事項を定めるため、川越市債権管理条例を制定しよ
うとするものです。
○制定の内容
⑴督促、滞納処分、強制執行等について
　　市の債権について、債権の督促、滞納処分、
強制執行等を法令等の定めにより行うことを定
めようとするものです。
⑵情報の利用について
　　履行期限までに履行されない債権がある場合、
法令の範囲内かつ債権管理に必要な限度で、当
該債務者の他の債権に係る情報を利用すること
ができることを定めようとするものです。
⑶債権の放棄について
　　一定の要件に該当する５０万円未満の非強制
徴収公債権および私債権については、議会の議
決を経ずに、市長および上下水道事業管理者の
権限において債権を放棄できることを定めよう
とするものです。
　　また、放棄した債権については議会に報告し
ようとするものです。
⑷その他
　　施行に関し必要な事項について規定しようと
するものです。

○施行期日
　平成３１年１月１日から施行しようとするものです。

○制定の趣旨
　川越市農業振興計画の策定および変更等に関する
事項について審議する附属機関を設置するため、川越
市農業振興審議会条例を制定しようとするものです。
○制定の内容
　川越市農業振興審議会の所掌事務、組織、委員の
任期その他運営に関し必要な事項について規定しよ
うとするものです。
○施行期日
　公布の日としようとするものです。

○改正の趣旨
　地方税法等の一部改正に伴い、川越市税条例等の
一部を改正しようとするものです。
○改正の内容
⑴個人市民税について、非課税の範囲を改めると
ともに、前年の合計所得金額が２５００万円を
超える所得割の納税義務者に対しては基礎控除
および調整控除を適用しないこととしようとす
るものです。
⑵資本金の額または出資金の額が１億円を超える
法人等が行う法人市民税の申告について、電子
申告を義務化しようとするものです。
⑶市たばこ税の税率を段階的に引き上げるととも
に、新たに製造たばこの区分として設けられた
加熱式たばこについて、段階的に新たな課税方
式に改めようとするものです。
⑷生産性革命集中投資期間中における中小企業の
一定の設備投資に係る固定資産税の課税標準の
特例措置等について定めようとするものです。
⑸その他所要の規定の整備をしようとするものです。
○施行期日
　一部を除き、公布の日としようとするものです。

16件の市長提出議案を審議しました。
各議案への質疑については、5～7ページを、
討論は、7ページをご覧ください。
採決の結果は4ページの議決結果一覧表を
ご覧ください。

市税条例等の一部改正

農業振興審議会条例

債権管理条例 市
長
提
出
議
案
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○工事名　　　旧川越織物市場整備工事
○工事場所　　川越市松江町２丁目１１番地１０ほか
○延べ床面積　旧川越織物市場東棟　３９４．１３㎡
　　　　　　　旧川越織物市場西棟　３８９．９９㎡
　　　　　　　旧栄養食配給所ほか　２５８．２７㎡
○構造　　　　木造２階建てほか
○契約の方法　一般競争入札
○契約の金額　３２４，０００，０００円
○契約の相手方　川越市大字伊佐沼１０２番地１
　　　　　　　　　株式会社芹沢建設
○工期　�本契約締結の日から平成３１年１２月２０日

まで
○施設の概要
⑴旧川越織物市場　�アトリエ、企画展示室、入居者

交流室、事務室等
⑵旧栄養食配給所　展示室等
⑶附帯施設　水廻り棟、交流機能施設および倉庫

　川越地区消防組合は、
昭和４８年に川島町と本
市が古来より歴史・文化
のつながりが深いことか
ら、お互いに連携しなが
ら消防事務を共同処理す
る一部事務組合として設
置されました。
　川越地区消防組合は、現在、新庁舎建設を整備する
に当たり、用地の取得等の負担割合について協議を進
めており、本年５月１４日に川島町長より川越市長宛
てに人口の減少などの社会情勢の変化を鑑み、組合経
費の負担割合を見直しすることも検討してほしいとの
要望書が提出されました。
　本市議会としては、この負担割合が設立以来変更さ
れていない状況を踏まえ、この負担割合をはじめとし
た川越地区消防組合のあり方を調査・研究するために
川越地区消防組合のあり方に関する特別委員会を設置
しました。
　６月２５日に委員会を開催し、正副委員長の互選を
行いました。委員の構成は次のとおりです。

委員長　新　井　喜　一　　副委員長　小　林　　　薫
委　員　明ヶ戸　亮　太　　委　員　柿　田　有　一
委　員　髙　橋　　　剛　　委　員　三　上　喜久蔵
委　員　小ノ澤　哲　也　　委　員　片　野　広　隆

○制定の趣旨　
　手話が言語であることを認識し、手話の普及に
努め、ろう者とろう者以外の者が共に暮らしやす
いまちにするため、川越市手話言語条例を制定し
ようとするものです。
○制定の内容
１�　手話はろう者が生活を営むために使用する言
語であり、文化的所産であることを理解します。
２�　ろう者とろう者以外のものが、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生します。
３�　ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎
通を行う権利を尊重します。
○施行期日
　公布の日としようとするものです。

※�条例における「ろう者」とは、広義的な意味合いを持ち、
難聴者、中途失聴者を含むものです。

議会の傍聴における手話通訳者派遣
　議会は、７階の傍聴受付で、住所・氏名を傍聴
申込書にご記入いただくだけでどなたでも傍聴す
ることができます。傍聴に際し、手話通訳を希望
される方は、あらかじめ傍聴を希望する日の５日
前までに議会事務局までご連絡ください。

　議会事務局　電　話：０４９－２２４－６０６７
　　　　　　　E-Mail：giji@city.kawagoe.saitama.jp

川越地区消防組合のあり方
に関する特別委員会を設置

○改正の趣旨
　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準の一部改正に鑑み、川越市放課後児童健全
育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正しようとするものです。
○改正の内容
　放課後児童健全育成事業所ごとに置かれる放課
後児童支援員となることができる者の基準を変更
しようとするものです。
○施行期日
　一部を除き、公布
の日としようとする
ものです。

放課後児童健全育成事業の
設備等の基準条例の一部改正

議員提出議案　手話言語条例

旧川越織物市場整備工事請負契約



●賛否が分かれた議案� 　○……賛成　　×……反対　　△……退席

議　 案

番　 号
議　　案　　名

議　決�

結　果

会派等の賛否
自
由
民
主
党

公
明
党

日
本
共
産
党

や
ま
ぶ
き
会

政
晴
会

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

立
憲
・
民
進
党

無
所
属
の
会

10人 6人 5人 ５人 3人 ３人 ２人 ２人

決議　1 関口勇議員に対する問責決議 原案可決 ※1 ○ ○ ○ ○ ※2 ○ ○
＊議長は採決に加わっておりません。
※１…議案に関係する議員１人は、採決に加わっておりません。反対９人
※２…賛成２人、退席１人

●全員一致で可決した議案
議案番号 議　　案　　名 議案番号 議　　案　　名
同意 3 農業委員会委員の任命につき同意を求めること�〈桐野忠�氏〉 議案 69 川越市ホテル等建築適正化条例の一部を改正する条例

請願 1 川越市における同性カップルの「パートナーシップの公的認
証」に関する請願 議案 70 川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例
議案 62 川越市税条例等の一部を改正する条例 議案 71 旧川越織物市場整備工事請負契約

議案 64 川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 議案 72 川越市道路線の認定（橋りょう新設）

議案 65 川越市介護保険条例の一部を改正する条例 議案 73 川越市道路線の認定（開発行為）
議案 66 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例 議案 74 平成３０年度川越市一般会計補正予算（第１号）
議案 67 川越市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 議案 75 川越市職員退職手当条例等の一部を改正する条例
議案 68 川越市農業振興審議会条例 議員提出議案2 川越市手話言語条例
＊議長は採決に加わっておりません。　　＊欠席…１人
＊同意３は、議案に関係する議員１人は、採決に加わっておりません。

●撤回承認した議案
議案番号 議　　案　　名
議案 63 川越市債権管理条例
＊議長は採決に加わっておりません。

●継続審査となった議案
議案番号 議　　案　　名
議案 76 川越市債権管理条例
＊議長は採決に加わっておりません。　　＊欠席…１人

議案議決結果一覧表

●お知らせ●
○�４月１日付で会派名称届が提出され、「民進党議
員団」が「立憲・民進党議員団」に名称を変更し
ました。
○�４月１日付で交渉団体結成届が提出され、吉田光
雄議員、小林薫議員による「無所属の会」が結成
されました。

　平成３０年４月２３日から４月２６日にかけて行われ
た川越市議会総務財政常任委員会の行政視察に参加して
いた関口勇議員は、４月２５日に開催された川越市農業
委員会総会を欠席した。
　現在、川越市議会が推薦し選ばれている農業委員は関
口議員しかいない。川越市の農政に関する重要な協議を
行う農業委員会総会に議会が推薦し選ばれている委員が
一人も出席しないことになったことを受け、議会運営委
員会は関口議員が欠席するという判断に至った経緯を確
認することになった。
　５月３１日に開催された議会運営委員会で関口議員出
席の下、農業委員会総会を欠席するに至る判断や経過、
当日行われた会議の内容、議会が推薦し選ばれている農
業委員としての自覚や責任について種々質疑が行われ
た。
　現在、議会が推薦し選ばれている委員は 1 名であるこ
と、各会派からも農業委員への希望がある中で選ばれて

いることを問われたのに対し関口議員は、「認識している」
と答えたが、当日欠席すれば議会が推薦し選ばれている
委員が総会にいなくなることへの考えは答えられなかっ
た。さらに、４月２５日の農業委員会総会の会議内容を
問われると、「毎回同じ議題があがっている」と答え、議
会運営委員会は紛糾した。農業委員会は農地に関わる許
認可を持つ組織であり、毎回の会議は一つ一つ独立した
重要な案件が審議されており、この発言は重大である。
　これら関口議員本人から述べられた内容は、市議会と
して到底受け入れられるものではない。関口議員の言動
は、議会が推薦し選ばれている農業委員としての自覚や
責任を欠くばかりでなく、これまでの問題行動を考慮す
ると、農業委員として必要な資質を備えていないと言わ
ざるを得ない。
　よって、本市議会は関口勇議員の農業委員の辞任を求
めるとともに、その責任を厳しく問うものである。
　右、決議する。
　　　平成３０年６月１５日
 川  越  市  議  会

関口勇議員に対する問責決議

平成30年7月25日発行 （4）議 会 だ よ り
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、
特
例
適
用
期
間
は

資
産
の
取
得
時
期
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法

の
施
行
の
日
で
あ
る
平
成
30

年
６
月
６
日
か
ら
平
成
33
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
取
得

さ
れ
た
一
定
の
償
却
資
産
に

つ
い
て
、
課
税
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
年
度
か
ら
３
年
間

特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
る
。

問
国
の
補
助
事
業
に
お
け
る

優
遇
措
置
の
内
容
は
。

答
も
の
づ
く
り
・
商
業
・
サ

ー
ビ
ス
経
営
力
向
上
支
援
事

業
、
小
規
模
事
業
者
持
続
化

補
助
金
、
戦
略
的
基
盤
技
術

高
度
化
支
援
事
業
、
サ
ー
ビ

ス
等
生
産
性
向
上
Ｉ
Ｔ
導
入

支
援
事
業
の
４
つ
の
補
助
事

業
に
つ
い
て
、
優
先
採
択
と

な
る
審
査
上
の
加
点
措
置
が

受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
一
部
補

助
率
引
き
上
げ
の
優
遇
措
置

も
受
け
ら
れ
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
他
市
に
お
け
る
特
例
割
合

の
状
況
は
。

答
中
小
企
業
庁
の
調
査
に
よ

る
と
、
中
核
市
52
市
、
県
内

61
市
町
村
が
、
特
例
割
合
を

ゼ
ロ
と
す
る
意
向
で
あ
る
。

問
特
例
措
置
の
対
象
と
な
る

中
小
企
業
と
は
。

答
資
本
金
ま
た
は
出
資
金
の

額
が
１
億
円
以
下
の
法
人
、

資
本
金
ま
た
は
出
資
金
を
有

し
な
い
法
人
で
従
業
員
数
が

千
人
以
下
の
法
人
、
従
業
員

数
が
千
人
以
下
の
個
人
の
い

ず
れ
か
の
う
ち
、
先
端
設
備

等
導
入
計
画
の
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。

問
本
市
が
策
定
す
る
導
入
促

進
基
本
計
画
の
内
容
は
。

答
国
の
導
入
促
進
指
針
に
基

づ
き
つ
つ
、
多
種
多
様
な
中

小
企
業
が
集
積
す
る
本
市
の

特
性
を
踏
ま
え
、
地
域
や
業

種
等
に
つ
い
て
の
制
限
を
設

け
ず
、
原
則
全
て
の
中
小
企

業
が
認
定
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
策
定
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し

に
よ
り
、
保
育
料
や
介
護
保

険
料
の
負
担
に
不
利
益
が
生

じ
な
い
の
か
。

答
平
成
30
年
度
税
制
改
正
の

大
綱
に
お
い
て
、
社
会
保
障

制
度
等
の
給
付
や
負
担
の
水

準
に
関
し
て
意
図
せ
ざ
る
影

響
や
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ

う
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
国
の

動
向
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

問
固
定
資
産
税
の
特
例
割
合

を
ゼ
ロ
と
し
た
根
拠
は
何
か
。

答
本
特
例
措
置
の
積
極
的
な

活
用
に
よ
り
、
市
内
の
中
小

問
条
例
制
定
の
背
景
は
。

答
こ
れ
ま
で
の
債
権
回
収
の

取
り
組
み
と
合
わ
せ
、
債
務

者
の
死
亡
等
に
よ
り
徴
収
不

能
に
陥
っ
て
い
る
債
権
に
つ

い
て
も
積
極
的
に
対
応
を
行

う
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。

問
水
道
料
金
債
権
を
別
途
管

理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
。

答
水
道
料
金
債
権
が
平
成
15

年
に
最
高
裁
で
私
法
上
の
債

権
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

消
滅
時
効
と
な
る
期
間
が
経

過
し
た
回
収
見
込
み
の
な
い

債
権
に
つ
い
て
、
会
計
上
、

不
納
欠
損
処
理
を
行
い
、
時

企
業
の
新
た
な
設
備
投
資
を

後
押
し
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
一
定
の
減
収
は
見

込
ま
れ
る
も
の
の
、
今
後
の

企
業
収
益
の
向
上
や
雇
用
環

境
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
中
期
的
に
は
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
と
判
断
し
た
も

の
で
あ
る
。

効
の
援
用
が
な
い
債
権
に
つ

い
て
別
途
管
理
す
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

問
条
例
制
定
後
の
収
入
率
向

上
プ
ラ
ン
へ
の
取
り
組
み
は
。

答
債
権
回
収
の
取
り
組
み
に

加
え
、
本
条
例
の
債
権
放
棄

の
基
準
に
よ
る
統
一
的
な
事

務
処
理
を
行
い
、
債
権
の
回

収
と
放
棄
を
と
も
に
推
進
し
、

プ
ラ
ン
の
目
標
達
成
に
向
け

取
り
組
ん
で
い
く
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
川
越
市
が
保
有
す
る
収
入

未
済
の
債
権
の
中
で
、
平
成

 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

本
会
議
に
お
け
る

　
議

案

質

疑

　
　
　
　
　【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

議
案
第
62
号

市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】【
政
晴
会
】【
自
由
民
主
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
63
号

債
権
管
理
条
例

【
日
本
共
産
党
】【
立
憲
・
民
進
党
】
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議
案
第
70
号

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の 

設
備
等
の
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
政
晴
会
】【
日
本
共
産
党
】

17
年
か
ら
別
途
管
理
い
わ
ゆ

る
簿
外
管
理
さ
れ
て
き
た
水

道
料
金
債
権
９
２
４
４
件
、

約
６
２
２
５
万
円
が
初
め
て

議
会
に
示
さ
れ
明
ら
か
に
な

っ
た
。
市
の
会
計
や
決
算
を

監
査
す
る
監
査
委
員
に
対
し
、

こ
の
長
期
に
わ
た
り
簿
外
管

理
さ
れ
て
き
た
水
道
債
権
に

つ
い
て
は
報
告
さ
れ
て
き
た

の
か
。

問
今
回
、
審
議
会
設
置
の
必

要
性
の
考
え
に
至
っ
た
経
緯

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

答
次
期
計
画
で
は
都
市
農
業

振
興
基
本
法
に
基
づ
く
計
画

と
し
て
の
位
置
付
け
を
考
え

て
い
る
こ
と
や
、
本
市
農
業

の
課
題
に
応
じ
た
施
策
を
総

合
的
に
講
じ
て
い
く
た
め
に
、

新
た
な
計
画
策
定
を
行
う
こ

の
機
に
審
議
会
設
置
が
必
要

と
考
え
た
。

問
次
期
計
画
策
定
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
ど
う
か
。

答
審
議
会
は
４
回
程
度
の
開

催
を
予
定
し
、
来
年
１
月
か

ら
２
月
に
意
見
公
募
を
行
い
、

３
月
中
に
計
画
を
策
定
す
る
。

問
次
期
計
画
策
定
後
、
審
議

会
に
事
業
の
進
行
管
理
を
期

待
し
て
い
る
か
。

答
審
議
会
は
、
本
市
の
農
業

振
興
の
推
進
を
図
る
た
め
の

附
属
機
関
と
し
て
、
計
画
の

策
定
お
よ
び
変
更
だ
け
で
な

く
、
市
が
計
画
策
定
後
の
進

行
管
理
を
行
う
た
め
に
も
開

催
し
て
い
き
た
い
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
市
内
の
農
業
者
の
審
議
会

委
員
と
は
ど
の
よ
う
な
人
を

想
定
し
て
い
る
の
か
。

答
選
任
に
当
た
っ
て
は
、
水

稲
地
域
の
農
業
者
な
ど
本
市

農
業
の
状
況
を
踏
ま
え
、
適

切
な
人
に
お
願
い
し
た
い
。

問
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と

に
よ
る
効
果
は
。

答
よ
り
視
野
の
広
い
、
専
門

性
、
先
見
性
、
消
費
者
目
線

も
入
っ
た
一
定
の
意
見
を
答

申
と
し
て
も
ら
う
こ
と
を
効

果
と
し
て
期
待
し
て
い
る
。

問
次
期
計
画
策
定
に
向
け
て

課
題
を
ど
の
よ
う
に
反
映
さ

せ
て
い
く
の
か
。

問
５
年
以
上
の
実
務
経
験
が

あ
る
者
か
ら
、
市
長
が
適
当

と
認
め
る
た
め
に
ど
の
よ
う

な
判
断
指
標
を
設
け
る
の
か
。

答
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、

子
ど
も
の
育
成
支
援
の
充
実

を
図
る
た
め
、
必
要
な
知
識

お
よ
び
技
能
の
修
得
、
維
持

お
よ
び
向
上
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
一
定
以
上
の
実

務
経
験
が
必
要
と
考
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
５
年
以
上

継
続
し
て
従
事
し
て
い
た
か
、

勤
務
状
況
が
良
好
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
く
。

答
農
業
所
得
を
増
加
し
農
業

が
魅
力
あ
る
産
業
と
な
る
よ

う
な
施
策
や
、
小
規
模
農
業

へ
の
視
点
を
明
確
に
し
、
小

規
模
経
営
の
農
業
者
の
営
農

活
動
や
農
地
維
持
に
向
け
た

施
策
を
計
画
に
位
置
付
け
る

必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
「

農
の
あ
る
生
活
」
と
し
て
、

市
民
農
園
等
に
つ
い
て
計
画

に
位
置
付
け
て
い
き
た
い
。

判
断
す
る
指
標
等
は
国
お
よ

び
他
市
の
状
況
を
鑑
み
、
早

急
に
作
成
し
て
い
き
た
い
。

問
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し

て
適
し
た
人
材
を
選
出
す
る

た
め
に
も
、
平
成
31
年
度
ま

で
に
判
断
指
標
を
策
定
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

答
厚
生
労
働
省
の
省
令
改
正

や
方
針
を
待
つ
必
要
が
あ
る

が
、
今
年
度
中
に
策
定
し
来

年
度
か
ら
適
用
で
き
る
よ
う

努
力
し
て
い
き
た
い
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
条
例
改
正
の
背
景
は
。

答
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
需

要
の
高
ま
り
に
伴
い
、
放
課

後
児
童
支
援
員
の
不
足
が
懸

念
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

優
秀
な
人
材
を
広
く
登
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
資

格
要
件
を
拡
大
す
る
も
の
で

あ
る
。

問
放
課
後
児
童
支
援
員
の
専

門
性
を
ど
う
考
え
る
か
。

答
子
ど
も
の
安
全
や
発
達
状

況
に
配
慮
し
な
が
ら
、
主
体

的
な
遊
び
や
生
活
が
で
き
る

よ
う
、
子
ど
も
の
健
全
な
育

問
旧
川
越
織
物
市
場
整
備
事

業
に
係
る
国
の
助
成
は
。

答
国
土
交
通
省
の
社
会
資
本

整
備
総
合
交
付
金
を
最
大
限

に
活
用
す
る
予
定
で
あ
り
、

３
カ
年
の
計
画
ベ
ー
ス
で
、

総
額
１
億
７
１
９
５
万
５
千

円
を
見
込
ん
で
い
る
。

問
旧
川
越
織
物
市
場
の
建
物

を
生
か
し
た
活
用
方
策
は
。

答
若
手
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や

ク
リ
エ
イ
タ
ー
が
創
業
支
援

を
受
け
な
が
ら
、
一
定
期
間
、

制
作
活
動
を
行
う
た
め
の
「 

成
支
援
を
し
て
い
く
役
割
を

担
っ
て
お
り
、
専
門
性
の
あ

る
職
業
と
考
え
る
。

問
現
在
、
放
課
後
児
童
支
援

員
は
非
正
規
職
員
だ
が
、
ど

の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
か
。

答
放
課
後
児
童
支
援
員
の
業

務
内
容
は
多
種
・
多
岐
に
わ

た
り
、
幅
広
い
知
識
・
技
能

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
長
期

的
に
安
定
し
た
雇
用
形
態
が

必
要
で
あ
り
、
検
討
す
べ
き

課
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
機
能 

」
を
主
と
し
て
活
用
す
る
。

施
設
の
ア
ト
リ
エ
部
分
は
、

建
築
当
初
の
織
物
取
引
所
と

し
て
の
間
取
り
を
最
大
限
に

生
か
し
た
構
成
と
な
る
。

問
整
備
後
の
活
用
用
途
に
応

じ
た
運
営
形
態
の
検
討
は
。

答
施
設
の
性
格
に
照
ら
し
て

最
も
適
し
た
方
式
を
比
較
検

討
し
て
い
る
。
今
後
は
、
平

成
32
年
度
の
供
用
開
始
を
目

指
し
、
運
営
管
理
計
画
の
策

定
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

議
案
第
68
号

農
業
振
興
審
議
会
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
71
号

旧
川
越
織
物
市
場
整
備
工
事
請
負
契
約

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

　６
月
13
日
、
こ
の
質
疑
に

対
す
る
答
弁
が
行
わ
れ
る
前

に
、
市
長
か
ら
の
申
し
入
れ

に
よ
り
本
議
案
は
撤
回
さ
れ

ま
し
た
。

　な
お
、
６
月
29
日
に
上
程

さ
れ
た
議
案
第
76
号
に
対
す

る
質
疑
は
、
７
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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問
旧
川
越
織
物
市
場
の
建
物

を
活
用
し
目
指
す
も
の
は
。

答
川
越
は
、
古
く
か
ら
ヒ
ト

や
モ
ノ
が
集
ま
る
物
資
の
集

散
地
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。

若
手
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
ク

リ
エ
イ
タ
ー
が
や
が
て
周
辺

地
域
に
根
付
く
こ
と
で
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
モ
ノ
や
情
報
を

発
信
す
る
現
代
版
の
物
資
の

集
散
地
と
な
る
よ
う
、
地
域

の
再
生
・
活
性
化
を
目
指
す
。

問
想
定
し
て
い
る
入
居
者
は
。

答
も
の
づ
く
り
や
ま
ち
づ
く

定
の
個
人
を
追
及
す
る
案
件

が
続
い
て
お
り
、
今
回
の
件

も
全
く
決
議
に
値
す
る
行
為

で
は
な
い
と
考
え
る
。
よ
っ

て
本
決
議
に
断
固
反
対
す
る
。

賛
　
　
成

【
日
本
共
産
党
】

　現
在
市
議
会
か
ら
選
ば
れ

て
い
る
農
業
委
員
は
１
人
し

か
い
な
い
中
、
関
口
議
員
は

常
任
委
員
会
の
視
察
を
理
由

に
総
会
を
欠
席
し
た
。
総
会

よ
り
視
察
を
優
先
し
た
理
由

や
当
日
行
わ
れ
た
会
議
の
内

容
を
問
わ
れ
た
が
明
確
に
答

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
農

業
委
員
会
の
会
議
は
毎
回
同

じ
議
題
が
あ
が
っ
て
い
る
と

の
発
言
は
委
員
と
し
て
の
責

任
と
自
覚
に
欠
け
る
。
農
業

委
員
会
は
許
可
権
限
を
持
つ

重
要
な
組
織
で
、
議
会
か
ら

選
ば
れ
る
数
少
な
い
委
員
と

し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

賛
　
　
成

【
立
憲
・
民
進
党
】

　関
口
勇
議
員
の
農
業
委
員

会
委
員
と
し
て
の
自
覚
と
責

任
が
問
わ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
他
の
議
員
に
責

任
を
転
嫁
し
、
問
題
を
矮
小

化
す
る
低
レ
ベ
ル
な
反
対
討

問
完
成
し
て
も
い
な
い
焼
米

橋
を
な
ぜ
市
道
認
定
す
る
の

か
。

答
焼
米
橋
は
現
在
、
７
月
末

の
完
成
に
向
け
て
工
事
を
進

め
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
完

成
し
た
後
速
や
か
に
供
用
を

開
始
し
て
、
今
年
度
の
２
学

期
か
ら
の
通
学
な
ど
に
も
利

用
で
き
る
よ
う
、
今
回
、
認

定
議
案
を
上
程
し
た
。

問
完
成
形
や
延
長
が
確
認
で

き
な
い
議
案
参
考
資
料
で
は

意
味
が
無
い
の
で
は
な
い
か
。

問
取
り
下
げ
た
議
案
第
63
号

の
中
身
は
何
が
問
題
だ
っ
た

の
か
。

答
市
長
等
の
権
限
に
よ
り
放

棄
が
可
能
と
な
る
債
権
の
上

限
額
に
つ
い
て
、
「
市
長
の

専
決
処
分
事
項
の
指
定
に
つ

い
て
」
に
お
け
る
各
種
事
項

の
金
額
を
そ
の
ま
ま
適
用
す

る
こ
と
の
妥
当
性
の
検
証
と
、

市
民
が
有
す
る
個
人
情
報
に

関
す
る
権
利
に
影
響
を
与
え

る
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
市

民
に
十
分
周
知
す
る
こ
と
を
、

改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。討

　論

　今
定
例
会
で
は
、
次
の
よ

う
な
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

決
議
第
１
号

反
　
　
対

【
自
由
民
主
党
】

　問
題
と
な
っ
た
農
業
委
員

会
総
会
欠
席
の
件
は
、
議
員

の
本
分
は
本
会
議
出
席
と
地

方
自
治
法
に
決
め
ら
れ
て
い

る
一
委
員
会
に
は
必
ず
所
属

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
重
要

な
常
任
委
員
会
を
選
択
し
た

こ
と
は
ま
っ
と
う
で
あ
る
。

一
人
委
員
と
な
っ
た
重
要
性

は
認
識
し
て
お
り
、
む
し
ろ

早
々
に
職
を
投
げ
う
っ
た
も

う
一
人
の
委
員
の
行
動
も
問

題
で
あ
る
。
最
近
小
さ
な
問

題
を
大
き
く
取
り
上
げ
、
特

り
な
ど
、
創
業
支
援
修
了
後

も
、
市
内
で
新
し
い
価
値
を

生
み
出
す
こ
と
が
期
待
で
き

る
分
野
を
想
定
し
て
い
る
。

問
周
辺
施
設
等
と
の
一
体
的

な
ま
ち
づ
く
り
に
よ
り
期
待

さ
れ
る
効
果
は
。

答
周
辺
施
設
と
の
連
携
が
強

化
さ
れ
、
川
越
固
有
の
歴
史

的
風
致
の
維
持
お
よ
び
向
上

が
図
れ
る
。
ま
た
、
周
辺
空

き
店
舗
等
の
利
活
用
促
進
に

よ
り
、
立
門
前
か
い
わ
い
の

魅
力
向
上
に
つ
な
が
る
。

論
は
残
念
だ
。
自
民
党
会
派

の
議
員
に
対
し
職
責
や
自
覚

を
促
せ
な
い
現
状
が
続
け
ば
、

今
後
も
同
様
な
問
題
を
起
こ

し
続
け
る
の
で
は
な
い
か
。

本
決
議
を
通
し
、
議
員
と
し

て
農
業
委
員
と
し
て
の
自
覚

を
求
め
賛
成
討
論
と
す
る
。

請
願
第
１
号

賛
　
　
成

【
日
本
共
産
党
】

　性
自
認
や
性
的
指
向
は
個

人
の
尊
厳
に
基
づ
く
何
者
に

も
侵
せ
な
い
基
本
的
人
権
。

今
日
の
社
会
は
少
数
者
へ
の

無
理
解
か
ら
多
く
の
当
事
者

が
自
信
を
も
っ
て
生
き
る
こ

と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
人

間
は
他
者
と
支
え
合
い
社
会

を
つ
く
っ
て
お
り
、
最
も
基

本
的
な
単
位
が
家
族
。
世
界

の
す
う
勢
は
同
様
の
制
度
が

公
的
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

国
内
で
も
当
事
者
た
ち
の
努

力
で
前
進
し
て
い
る
。
国
際

都
市
に
ふ
さ
わ
し
く
、
多
様

性
を
認
め
る
社
会
へ
具
体
的

な
施
策
へ
の
検
討
を
求
め
る
。

答
市
道
認
定
の
延
長
は
、
起

点
側
階
段
の
下
か
ら
終
点
側

階
段
の
下
ま
で
の
30
・
１
メ

ー
ト
ル
で
あ
り
、
内
訳
は
、

橋
り
ょ
う
部
分
が
19
・
２
メ

ー
ト
ル
、
橋
り
ょ
う
前
後
の

階
段
部
分
が
10
・
９
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。

　今
後
は
、
資
料
に
も
こ
の

よ
う
な
内
訳
を
明
示
し
、
よ

り
わ
か
り
や
す
い
資
料
の
作

成
に
努
め
た
い
。

問
上
下
水
道
局
の
公
に
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
簿
外
債
権
に

つ
い
て
市
の
監
査
委
員
か
ら

ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
た
か
。

答
「
別
途
管
理
に
つ
い
て
指

摘
等
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ

の
対
応
が
図
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
水
道

料
金
債
権
の
適
正
管
理
に
努

め
る
よ
う
に
」
と
の
意
見
が

あ
っ
た
。

　本
質
疑
は
、
６
月
29
日
に

改
め
て
上
程
さ
れ
た
議
案
に

対
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
76
号

債
権
管
理
条
例

【
立
憲
・
民
進
党
】

議
案
第
72
号

道
路
線
の
認
定（
橋
り
ょ
う
新
設
）

【
立
憲
・
民
進
党
】
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と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

今
年
度
は
地
質
調
査
を
実
施

す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
今
後
は
、
調
査
結
果
の

精
査
を
進
め
て
い
き
た
い
。

質問
業
者
か
ら
得
た
情
報

質問
公
共
施
設
建
設

定
、
埼
玉
型
ほ
場
整
備
事
業
、

農
地
中
間
管
理
事
業
、
集
落

営
農
や
そ
の
法
人
化
な
ど
の

取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
。

今
後
は
、
市
内
で
の
流
通
経

路
の
構
築
や
農
業
者
へ
の
情

報
伝
達
の
充
実
に
努
め
て
い

く
と
と
も
に
、
平
成
31
年
度

を
始
期
と
す
る
次
期
川
越
市

農
業
振
興
計
画
で
、
次
の
世

代
の
農
業
に
向
け
た
施
策
を

検
討
し
て
い
く
。

質問
持
続
可
能
な
農
業
の
取
組

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
現

在
進
め
て
い
る
川
越
駅
西
口

市
有
地
利
活
用
事
業
に
お
け

る
行
政
フ
ロ
ア
に
、
市
民
に

使
っ
て
も
ら
え
る
交
流
ス
ペ

ー
ス
を
設
置
す
る
予
定
で
あ

る
。

質問
学
校
教
育
の
諸
課
題

質問
交
流
サ
ロ
ン

に
て
、
各
校
に
お
け
る
「
が

ん
教
育
」
を
テ
ー
マ
に
し
た

講
演
会
や
授
業
研
究
会
を
実

施
し
、
教
員
へ
の
研
修
を
計

画
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
関

係
課
と
連
携
し
、
が
ん
専
門

医
等
の
外
部
講
師
を
招
い
た

「
が
ん
教
育
」
実
施
を
検
討

す
る
な
ど
、
各
学
校
の
実
情
、

子
ど
も
の
状
況
に
配
慮
し
な

が
ら
実
施
し
て
い
き
た
い
。

質問
学
習
指
導
要
領
改
訂

質問
統
一
地
方
選
へ
の
取
組
み

訓
練
、
教
員
研
修
等
の
見
直

し
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。
学
校
だ
け
で
な
く
、

地
域
の
子
ど
も
は
地
域
で
守

る
と
い
う
考
え
も
大
切
で
あ

り
、
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
、

教
育
委
員
会
が
主
体
と
な
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
組
織
が
協
力
し

て
、
児
童
生
徒
の
安
心
・
安

全
の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い

く
。

質問
学
校
の
防
災
・
安
全
対
策

質問
脳
ド
ッ
ク
検
診

問
市
立
体
育
館
の
建
設
の
市

民
要
望
は
多
い
。
埼
玉
県
か

ら
購
入
し
た
宮
元
町
地
内
の

保
健
所
跡
地
に
お
け
る
今
後

の
建
設
計
画
は
？

答
市
長
　
他
の
運
動
施
設
の

老
朽
化
な
ど
の
緊
急
の
課
題

か
ら
優
先
的
に
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
の
実

施
時
期
を
調
整
し
て
い
る
。

　
平
成
28
年
度
に
は
、
当
該

用
地
に
お
け
る
周
辺
交
通
量

等
の
影
響
調
査
を
実
施
し
た

問
米
の
作
付
け
生
産
調
整
の

廃
止
や
生
産
緑
地
と
し
て
30

年
間
の
期
限
を
迎
え
る
都
市

農
地
問
題
、
人
手
不
足
の
深

刻
化
な
ど
の
中
で
、
本
市
に

お
け
る
農
業
の
課
題
は
何
か
。

答
産
業
観
光
部
長
　
10
年
間

で
30
％
以
上
減
少
し
た
担
い

手
の
不
足
と
高
齢
化
、
耕
作

放
棄
地
の
増
加
は
大
き
な
課

題
で
あ
り
、
地
域
の
農
業
が

持
続
可
能
な
も
の
と
な
る
よ

う
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
策

問
新
た
に
利
用
し
や
す
い
交

流
サ
ロ
ン
を
川
越
駅
周
辺
に

設
置
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望

が
あ
る
が
、
交
流
サ
ロ
ン
の

設
置
を
望
む
市
民
ニ
ー
ズ
に

対
し
て
の
市
の
考
え
は
。

答
総
合
政
策
部
長
　
利
便
性

の
高
い
駅
前
な
ど
の
公
共
施

設
に
お
け
る
自
由
に
交
流
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
ス
ペ
ー

ス
は
、
に
ぎ
わ
い
や
活
気
あ

る
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
場

所
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問
次
期
学
習
指
導
要
領
に
が

ん
を
取
り
扱
う
こ
と
が
明
記

さ
れ
た
。
生
徒
に
正
し
い
知

識
を
身
に
付
け
さ
せ
る
「
が

ん
教
育
」
の
充
実
に
む
け
た

教
育
委
員
会
の
取
り
組
み
は
。

答
教
育
長
※
　
今
年
度
、
ま

ず
は
関
係
機
関
、
専
門
医
と

連
携
し
「
が
ん
教
育
」
啓
発

の
た
め
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

作
成
す
る
。ま
た
、中
学
校
保

健
体
育
科
・
保
健
分
野
「
生

活
習
慣
病
な
ど
の
予
防
」

問
学
校
の
責
任
が
問
わ
れ
た

石
巻
市
立
大
川
小
学
校
控
訴

審
や
新
潟
女
児
殺
害
事
件
を

受
け
、
学
校
の
防
災
・
安
全

対
策
を
ど
う
見
直
し
て
い
く

の
か
伺
い
た
い
。

答
教
育
長
　
教
育
委
員
会
と

し
て
は
、
子
ど
も
た
ち
の
命

を
守
る
と
い
う
責
任
の
重
さ

を
改
め
て
認
識
し
、
現
在
行

わ
れ
て
い
る
防
災
や
安
全
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
専
門

家
も
加
え
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
、

無
所
属
の
会

小
　
林
　
　
　
薫

体
育
館
建
設
計
画
に
つ
い
て

１

や
ま
ぶ
き
会

小
　
高
　
浩
　
行

川
越
市
に
お
け
る
農
業
の
課
題３

立
憲
・
民
進
党

片
　
野
　
広
　
隆

が
ん
教
育
の
充
実
に
む
け
て
　 ２

公

明

党

中
　
村
　
文
　
明

利
用
し
や
す
い
交
流
サ
ロ
ン
を５

公

明

党

桐
　
野
　
　
　
忠

今
後
の
学
校
防
災
・
安
全
対
策４

通
告
事
項
の
要
約

会
派
名

　議 員 

氏 

名

質問の
順　番

一
般
質
問
の
表
題

答
弁
者

１８

図
書
館
／
市
民
セ
ン
タ
ー
／
議
会
事

務
局
／
情
報
公
開
窓
口（
東
庁
舎
）

議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
図
書
館
等
で

８
月
下
旬
頃
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。
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道
路
の
美
装
化
な
ど
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

大
正
浪
漫
夢
通
り
線
と
の
ア

ク
セ
ス
が
確
保
さ
れ
、
歴
史

的
町
並
み
地
区
へ
の
歩
行
者

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ

る
こ
と
で
、
ま
ち
の
回
遊
性

な
ど
の
向
上
が
図
れ
る
と
考

え
て
い
る
。
今
後
は
沿
道
の

商
店
会
や
自
治
会
な
ど
と
協

議
を
進
め
な
が
ら
合
意
形
成

を
図
り
、
整
備
を
検
討
す
る
。

質問
観
光
振
興

は
新
た
に
観
光
案
内
板
を
設

置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新

河
岸
川
舟
運
と
し
て
発
展
し

た
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
、

将
来
的
に
は
舟
運
を
行
う
な

ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず

は
「
川
越
五
河
岸
」
と
呼
ば

れ
る
河
岸
場
跡
な
ど
に
説
明

看
板
等
を
設
置
す
る
な
ど
の

検
討
を
進
め
、
地
域
の
活
性

化
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
る
。

質問
市
東
南
部
地
域
の
活
性
化

質問
ポ
イ
ン
ト
活
用
事
業

直
し
に
つ
い
て
は
、
公
益
社

団
法
人
小
江
戸
川
越
観
光
協

会
お
よ
び
公
益
社
団
法
人
川

越
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
に
つ
い
て
、
施
策
の
取
り

組
み
状
況
や
団
体
に
お
い
て

策
定
さ
れ
た
計
画
の
進
捗
状

況
を
把
握
し
た
上
で
、
団
体

の
経
営
状
況
や
課
題
に
即
し

た
見
直
し
と
な
る
よ
う
、
対

応
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質問
公
園
・
街
路
の
樹
木
管
理

質問
外
郭
団
体
の
見
直
し

が
、
こ
れ
ら
を
包
括
し
て
「

経
済
・
社
会
・
環
境
に
関
わ

る
課
題
を
統
合
的
に
推
進
す

る
」
と
い
う
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
推
進
す
る
た
め
、

ど
の
よ
う
な
体
制
が
ふ
さ
わ

し
い
か
、
調
査
・
研
究
し
て

い
き
た
い
。

質問
持
続
可
能
な
開
発
目
標

な
い
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

従
っ
て
、
条
例
制
定
に
よ
り
、

特
に
自
治
会
へ
の
加
入
を
望

ま
な
い
市
民
に
加
入
を
強
制

す
る
と
の
誤
解
を
与
え
、
不

要
な
不
安
や
反
発
に
つ
な
が

る
恐
れ
も
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
今
後
は
、
自
治

会
加
入
促
進
に
向
け
、
必
要

性
等
を
引
き
続
き
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
地
域
を
守
る
自
治
会
加
入

質問
市
民
の
た
め
の
終
活
事
業

必
要
が
あ
る
。

　
端
末
機
の
学
校
へ
の
持
ち

込
み
を
許
可
す
る
に
当
た
り
、

端
末
機
の
機
能
や
環
境
設
定
、

保
護
者
の
意
向
、
許
可
す
る

条
件
、
認
め
た
場
合
の
学
校

内
で
の
端
末
機
の
管
理
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
解
決
す
べ
き
課

題
が
あ
り
、
ま
ず
は
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き

た
い
。

質問
望
ま
し
い
職
業
観
の
育
成

質問
通
学
路
の
安
全
対
策

問
蔵
里
周
辺
の
面
的
整
備
の

た
め
、
中
央
通
り
線
の
整
備

に
続
き
、
蔵
里
前
の
道
の
美

装
化
を
含
む
連
雀
町
新
富
町

通
線
道
路
整
備
事
業
に
取
り

組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
建
設
部
長
　
連
雀
町
新
富

町
通
線
は
歴
史
的
地
区
環
境

整
備
街
路
事
業
の
構
想
路
線

の
一
つ
で
あ
り
、
路
線
に
面

す
る
小
江
戸
蔵
里
な
ど
の
街

並
み
と
調
和
の
と
れ
た
歩
行

空
間
の
創
出
を
図
る
た
め
、

問
生
ま
れ
変
わ
っ
た
新
河
岸

駅
周
辺
を
核
と
し
た
市
東
南

部
地
域
の
観
光
振
興
に
向
け
、

新
河
岸
川
の
活
用
に
つ
い
て

市
は
ど
う
考
え
る
か
。

答
産
業
観
光
部
長
　
市
で
は
、

当
該
地
域
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト

や
新
河
岸
川
河
岸
場
跡
を
回

遊
す
る
コ
ー
ス
を
設
定
し
た

「
小
江
戸
川
越
み
ど
こ
ろ
90

観
光
コ
ー
ス
」
や
「
川
越
百

景
コ
ー
ス
ガ
イ
ド
」
を
作
成

し
た
。
ま
た
、
新
河
岸
駅
に

問
遅
れ
て
い
る
外
郭
団
体
の

見
直
し
に
つ
い
て
、
今
後
ど

の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か

伺
う
。

答
総
合
政
策
部
長
※
　
見
直

し
が
終
了
し
た
外
郭
団
体
に

つ
い
て
は
、
改
善
計
画
に
掲

げ
た
項
目
に
つ
い
て
、
毎
年

度
、
進
捗
状
況
を
把
握
す
る

と
と
も
に
、
全
て
の
外
郭
団

体
を
対
象
に
経
営
状
況
を
調

査
し
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

公
開
し
て
い
る
。
今
後
の
見

問
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な

開
発
目
標
）
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

達
成
す
る
に
は
、
庁
内
全
体

で
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

思
う
が
、
市
の
考
え
を
問
う
。

答
総
合
政
策
部
長
　
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
は
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
、

数
多
く
の
部
署
が
関
連
す
る
。

市
で
は
持
続
可
能
な
ま
ち
づ

く
り
の
観
点
か
ら
、
既
に
川

越
市
総
合
計
画
に
連
な
る
各

個
別
計
画
に
お
い
て
具
体
的

な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

問
地
域
と
行
政
を
結
ぶ
自
治

会
は
住
民
自
治
に
必
須
と
考

え
る
。
地
域
を
守
る
体
制
構

築
の
た
め
に
条
例
化
を
進
め

全
員
参
加
の
地
域
に
す
べ
き

と
考
え
る
が
市
の
見
解
は
。

答
市
長
　
条
例
の
制
定
は
、

市
民
に
対
し
、
自
治
会
加
入

の
意
識
を
啓
発
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
方
で
、
自
治
会
は
任
意
団

体
で
あ
り
、
自
治
会
へ
の
加

入
を
強
制
で
き
る
も
の
で
は

問
露
出
や
卑
猥
な
行
為
、
粗

暴
な
行
為
な
ど
の
不
審
者
情

報
は
年
間
約
１
２
０
件
。
通

学
路
の
安
全
確
保
の
た
め
に
、

学
校
へ
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
の
持
ち

込
み
許
可
を
出
す
考
え
は
？

答
市
長
　
子
ど
も
の
命
を
守

る
こ
と
は
、
何
よ
り
優
先
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
全

安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
、

学
校
、
市
、
教
育
委
員
会
、

地
域
で
連
携
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く

公

明

党

田
　
畑
　
た
き
子

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達
成
に
向
け
て
　 ６

政

晴

会

樋
　
口
　
直
　
喜

蔵
里
周
辺
の
面
的
整
備
を

７

公

明

党

近
　
藤
　
芳
　
宏

市
東
南
部
新
河
岸
川
の
活
用
を９

公

明

党

大
　
泉
　
一
　
夫

自
治
会
加
入
促
進
を
図
る
条
例８

政

晴

会

明
ヶ
戸
　
亮
　
太

子
供
達
の
命
を
守
る
対
策
を
！10

政

晴

会

川
　
口
　
啓
　
介

外
郭
団
体
の
見
直
し

11
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会
と
教
育
委
員
会
へ
速
や
か

に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
教

育
委
員
会
が
主
体
性
を
も
っ

て
調
査
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
教
訓
と
し
、

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
な
ど
、

再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
今
後
は
こ
の

考
え
の
下
に
、
ど
の
学
校
で

も
同
じ
対
応
が
で
き
る
よ
う
、

徹
底
に
努
め
て
い
く
。

質問
い
じ
め
へ
の
取
り
組
み
を

質問
南
大
塚
駅
周
辺
の
諸
問
題

た
ち
が
、
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ

の
価
値
観
を
認
め
合
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
個
性
と
能

力
を
発
揮
で
き
る
た
め
に
、

ま
た
、
働
き
方
改
革
が
一
層

求
め
ら
れ
る
社
会
に
お
け
る

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の

実
現
に
向
け
て
も
、
男
女
共

同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
学

校
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

質問
男
女
共
同
参
画
の
実
現

質問
市
民
が
憩
え
る
公
園
整
備

境
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、

必
要
な
施
策
を
講
じ
て
い
き

た
い
。
ま
た
、
医
療
に
つ
い

て
は
、
薬
剤
費
の
高
騰
な
ど

の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
ア
メ
リ
カ
離
脱
に

伴
い
、
当
面
、
影
響
は
な
い

と
の
意
見
も
あ
る
。
今
後
の

国
の
動
向
や
市
内
経
済
の
状

況
に
注
視
し
、
必
要
な
対
応

を
図
っ
て
い
き
た
い
。

質問
Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
及
ぼ
す
影
響

質問
Ｐ
ｉ
Ｋ
Ｏ
Ａ
の
現
状

あ
り
、
安
全
性
に
不
安
を
感

じ
て
い
る
住
民
も
い
る
こ
と

か
ら
、
事
前
に
関
係
自
治
体

や
住
民
に
説
明
を
行
う
よ
う
、

本
年
５
月
に
防
衛
大
臣
お
よ

び
防
衛
省
北
関
東
防
衛
局
長

に
対
し
、
緊
急
要
望
を
行
っ

た
。
今
後
も
、
当
協
議
会
を

通
じ
、
機
会
を
捉
え
、
市
民

の
安
全
や
生
活
環
境
の
保
全

な
ど
を
求
め
て
い
き
た
い
。

質問
基
地
か
ら
市
民
を
守
る

質問
仙
波
地
域
の
諸
問
題

定
健
康
診
査
等
の
受
診
率
等

向
上
の
取
り
組
み
を
定
め
て

い
る
。
今
年
度
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
受
診
勧
奨
等
を

行
う
。
こ
の
こ
と
は
、
将
来

に
わ
た
り
国
民
皆
保
険
の
堅

持
、
継
続
に
必
要
で
、
医
療

費
適
正
化
に
つ
な
が
る
重
要

な
事
業
で
あ
り
、
市
を
挙
げ

て
実
施
す
べ
き
と
考
え
る
。

今
後
は
、
関
係
課
と
連
携
し
、

策
定
し
た
計
画
を
推
進
す
る
。

質問
健
康
維
持
の
施
策

り
、
内
容
に
よ
っ
て
は
、
庁

舎
を
ま
た
い
だ
手
続
き
が
必

要
と
な
っ
て
い
る
。
障
害
児

支
援
に
係
る
申
請
等
は
、
相

談
内
容
に
沿
っ
た
親
身
な
対

応
が
求
め
ら
れ
、
障
害
児
や

そ
の
家
族
の
視
点
に
立
ち
、

既
存
の
相
談
窓
口
の
連
携
も

含
め
、
よ
り
利
便
性
の
高
い

窓
口
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、

調
査
・
研
究
し
て
い
き
た
い
。

質問
障
が
い
児
の
環
境
整
備
を

質問
芳
野
地
区
の
交
通
安
全

問
い
じ
め
認
知
件
数
が
増
え

て
い
る
。
重
大
事
態
に
係
る

調
査
で
は
、
い
じ
め
の
事
実

の
全
容
を
解
明
し
再
発
防
止

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
が
、
教
育
長
の
考
え
は
。

答
教
育
長
　
い
じ
め
の
訴
え

が
あ
っ
た
場
合
、
い
じ
め
が

あ
る
前
提
で
、
ま
た
重
大
事

態
を
想
定
し
た
調
査
が
求
め

ら
れ
る
。
全
容
の
解
明
に
は
、

学
校
が
確
実
に
状
況
を
把
握

し
、
学
校
い
じ
め
対
策
委
員

問
子
ど
も
た
ち
に
男
女
平
等

や
人
権
の
尊
重
に
つ
い
て
、

学
校
教
育
の
中
で
教
え
る
こ

と
が
重
要
だ
と
考
え
る
が
、

教
育
長
の
見
解
を
伺
う
。

答
教
育
長
　
学
校
教
育
で
は

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

に
向
け
、
基
本
的
人
権
の
尊

重
を
学
ぶ
人
権
教
育
や
男
女

平
等
教
育
に
児
童
生
徒
の
発

達
段
階
に
応
じ
て
取
り
組
ん

で
い
る
。
教
育
委
員
会
と
し

て
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も

問
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
発
効
は
市
民
生

活
に
広
く
影
響
し
、
市
の
利

益
に
反
す
る
事
態
も
想
定
さ

れ
る
が
、
市
長
は
ど
の
よ
う

な
姿
勢
で
臨
む
つ
も
り
か
。

答
市
長
　
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
発
効
は
、

特
に
農
業
や
医
療
へ
の
影
響

が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
本
市

農
業
を
将
来
に
継
続
し
て
い

く
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
経

営
規
模
の
拡
大
等
を
支
援
す

る
と
と
も
に
、
小
規
模
経
営

の
農
業
者
が
営
農
で
き
る
環

問
米
軍
・
自
衛
隊
機
の
事
故

多
発
の
中
、
オ
ス
プ
レ
イ
の

横
田
基
地
配
備
は
市
民
の
安

全
を
脅
か
す
。
危
険
な
オ
ス

プ
レ
イ
を
配
備
さ
せ
な
い
等

国
に
要
請
す
べ
き
で
な
い
か
。

答
総
務
部
長
　
オ
ス
プ
レ
イ

を
前
倒
し
配
備
す
る
と
の
在

日
米
軍
の
発
表
を
受
け
、
埼

玉
県
基
地
対
策
協
議
会
で
は
、

オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
・
運
用

に
つ
い
て
は
、
住
民
生
活
へ

の
最
大
限
の
配
慮
が
必
要
で

問
特
定
健
診
や
特
定
保
健
指

導
は
市
民
の
健
康
維
持
に
つ

な
が
る
重
要
な
施
策
で
あ
る
。

今
後
、
今
ま
で
以
上
に
力
を

入
れ
て
取
り
組
む
べ
き
と
考

え
る
が
、
市
の
決
意
は
！

答
栗
原
副
市
長
　
特
定
健
康

診
査
、
特
定
保
健
指
導
の
継

続
的
な
実
施
が
も
た
ら
す
、

健
康
寿
命
の
延
伸
と
医
療
費

適
正
化
へ
の
影
響
は
、
強
く

認
識
し
て
い
る
。
第
２
期
デ

ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
等
で
、
特

問
手
続
き
等
の
窓
口
が
バ
ラ

バ
ラ
で
分
か
り
づ
ら
い
。
障

が
い
児
の
申
請
等
に
係
る
窓

口
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
に
よ

る
家
族
の
負
担
軽
減
が
必
要

と
考
え
る
が
、
市
の
考
え
は
。

答
市
長
　
障
害
児
支
援
に
係

る
申
請
等
は
、
保
健
、
医
療
、

福
祉
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
に
及
ん
で
い
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。
現
在
、
保

健
セ
ン
タ
ー
に
保
健
・
医
療

分
野
の
一
部
を
配
置
し
て
お

日
本
共
産
党

柿
　
田
　
有
　
一

市
民
の
利
益
守
る
姿
勢
を

17

公

明

党

小
ノ
澤
　
哲
　
也

力
を
入
れ
て
取
り
組
む
べ
き
！12

日
本
共
産
党

長
　
田
　
雅
　
基

障
害
児
窓
口
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ16

日
本
共
産
党

今
　
野
　
英
　
子

学
校
で
男
女
共
同
参
画
推
進
を15

日
本
共
産
党

池
　
浜
　
あ
け
み

基
地
か
ら
市
民
の
安
全
を
守
る14

日
本
共
産
党

川
　
口
　
知
　
子

い
じ
め
へ
の
適
切
な
対
応
を

13
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時
も
含
め
、
非
常
時
も
一
定

の
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
ア
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市内中学生傷害事件に係る対応について※

教員の処分について
　市内中学生傷害事件については、平成２９年７月１０
日に和解が成立した。教育委員会としては、本件のよ
うな重大事件は二度と起こさないという固い決意の下
に、検証を行うことが重要であると考えた。そこで、
第三者を含めた検証のための会議を重ね、「市内中学
生傷害事件に係る検証報告書」をまとめ、平成３０年
第１回定例会にて、報告した。
　今般、本件に係る対応として、教員の処分につい
て、次のとおり報告する。
　県費負担教職員の懲戒処分は、対象となった教員の
行為が、懲戒処分相当の非違行為に該当するか否か
を、服務監督権者である市教育委員会が判断し、懲戒
処分に相当すると思料する場合には、県教育委員会に
その旨を内申する。その後、任命権者である県教育委
員会が懲戒処分相当と判断した場合には、懲戒処分と
なる。
　本件については、第一審判決の中で教員の対応につ
いて指摘された事項を踏まえ、教員の行為が、懲戒処
分相当の非違行為に該当するかどうかの検討をしてき
た。その後、平成２９年１１月２０日の教育委員会第
１１回定例会での意見を踏まえ、教育長が懲戒処分の
内申はしないと判断し、県教育委員会に内申しなかっ
た。
　その理由としては、教員は、本件が発生する前から
問題が発生した際に、その都度対応しており、注意を
著しく怠っていたとまではいえないこと、不適切な指
導および言動をしてはいないことなどによる。

教員および加害者らに対する求償について
　本件に係る対応として、教員および加害者らに対す
る求償について、次のとおり報告する。
１　教員に対する求償について
　本市が支払った解決金については、国家賠償法によ
って、教員に故意または重大な過失があったときは、
その教員に対して、求償権を有することとなる。
　重大な過失とは、判例によると、「わずかの注意さ
えすれば、たやすく違法有害な結果を予見することが
できた場合であるのに、漫然これを見過ごしたよう
な、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指
す」ものとされている。
　本件においては、和解の基礎となった第一審判決に
おいて認定された事実を検証した結果、教員には、故
意または重大な過失があったとまでは認められず、求
償権を有しないという判断を、平成３０年２月２７日
にした。
２　加害者らに対する求償について
　本件は、加害者の暴行と市の安全配慮義務違反によ
り被害が発生したことから、共同不法行為と判断され
た。
　共同不法行為者のうち１人が損害の全額を賠償した
場合については、その全額を負担した者は、自己の寄
与度を超える額について他の共同不法行為者に求償す
ることができるとされている。
　このため、加害者らに対して求償権を行使していく
ことを、平成３０年２月２７日に判断した。

　市政に関することで、意見や要望があるときは、
どなたでも市議会に請願や陳情等を提出することが
できます。なお、請願書を提出する場合には、市議
会議員の紹介を必要とします。
　請願書の作成、提出については、議会事務局まで
お問い合わせいただくか、または川越市議会ホーム
ページをご覧ください。

議会事務局　電話：049-224-6067
川越市議会公式ホームページ　
　http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shigikai/index.html

市政報告の内容および市政報告に対する質疑については、今定例会の会議録（８月下旬頃から、川越市議会ホーム
ページまたは図書館等で）よりご覧いただけます。なお、タイトルに※印のある市政報告は、インターネット録画
放送（川越市議会ホームページから）よりご覧いただけます。

【川越市議会ホームページ】から【請願、陳情等】
の順にクリックしてください。

請願・陳情等について

市政報告 　今定例会では、議案以外に市政の重要事項として、５件の報告がありました。
報告内容は、１１～１３ページをご覧ください。
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別途管理している水道料金債権について

新たな交通施策の実施について
　平成８年３月から、交通空白地域の解消、高齢者や障
害者の移動に配慮した交通手段等を目的として、市内循
環バス「川越シャトル」を運行しているが、今後さらに
地域における生活の利便性の向上を図るため、新たな交
通施策を実施しようとするものである。
１　目的
　 　公共交通機関が充実している市中心部を除いた、市

内の交通空白地域における市民の移動支援
２　サービス対象地域
　 　市中心部を除き、交通空白地域間の移動、交通空白

地域と周辺の交通結節点もしくは主要施設の移動
３　対策手法
　　一般乗合旅客自動車運送事業によるデマンド型交通
４　対象者
　 　市民を対象者とする。なお、運行開始後、需要が少

ない場合には、対象者を拡大することを検討する。
５　運行日
　　１２月２９日から１月３日までを除く毎日
６　運行時間
　　運行日の午前８時から午後６時まで
７　料金体系
　 　料金を１回５００円の定額制とし、未就学児、小学

生、高齢者、障害者等については、割引制度を設け利
用促進を図っていく。

８　実施地区
　 　市中心部を除き、市内を３つの地区に分け、平成

３０年度中に、地区３の１地区の運行開始を目指
す。残りの２地区（地区１・地区２）については、
運行開始に関する準備を進め、準備が整い次第、運
行を開始する。

　　地区１…芳野・古谷・南古谷・本庁の一部
　　地区２…高階・福原・大東・本庁の一部
　　地区３… 霞ケ関・霞ケ関北・川鶴・名細・山田・

本庁の一部
９　車両サイズ・台数
　　ワゴン車両により各地区１台で運行する。
10　今後の見直しについて
　 　持続的に運行可能な交通とすることを前提とし

て、利用状況等を考慮しながら、おおむね２、３年
で随時見直しを行い、事業を実施していく。
11　その他
⑴ 精神障害者（児）の介護者料金については、川越シ

ャトルと新たな交通の両事業において、時機を合わ
せて料金体系の見直しを行えるよう、検討する。

⑵ 新たな交通は、市民を対象としていることから、市
広報やホームページ、さらには地域における説明会
等を通じて事業のＰＲに努め、周知徹底を図る。

１　現状の管理について
　水道料金債権については、平成１５年１０月の最高裁
判所決定により、私法上の債権とされたことから、民法
の規定する債務者側の「時効の援用」がない限り、たと
え時効が完成しても債権は消滅しないこととなった。
　このため、時効期間経過後一定期間が経過した債権
を、会計上は不納欠損処理し、時効の援用のない債権は
放棄せずに別途管理しているものである。

【別途管理債権の状況（平成２９年４月１日現在）】
　　　債務者数　　　　　　９，２４４人
　　　債権金額　６２，２５８，４５１円

２　現状に至る経緯について
⑴平成１３年５月　
　 東京高等裁判所において「給水契約は私法上の契約で

あり、水道料金債権は、民法第１７３条第１号に該当
するため、消滅時効は２年」と判決。

⑵平成１５年１０月
　最高裁判所上告不受理により東京高等裁判所判決確定。
⑶平成１６年１１月
　 総務省自治財政局公営企業課から「水道料金債権の消

滅時効について」により法解釈変更の通知。
⑷平成１７年１月　
　 公益社団法人日本水道協会から「水道料金債権の消滅

時効に関するＱ＆Ａの送付について（水協発第１６０
１号）」により事務処理方法等の提示。

⑸平成１７年４月　
　 不納欠損処理後、時効の援用のない債権について、

別途管理する方針を決定。
３　今後の方針について
　別途管理債権は、ほとんどが「債務者の所在不明」
が回収不能理由となっている。
　水道法の規定上、給水開始の申し込みに当たり、住
民票に記載された住所の提示等を給水条件とすること
はできないが、今後は申し込み後、速やかに住民登録
情報を確認し、申し込み住所地に住民登録が無い方に
対しては、改めて「使用開始届」の提出を求める等、
申し込み時点での本人確認の対策を強化していく。
　また、所在不明の債務者となる方は、料金滞納によ
る給水停止を繰り返す傾向にあることから、料金を全
納できず分納誓約書の提出により開栓する方に対して
は、併せて運転免許証等の本人確認ができる書類の提
示を求めるなどの対策を進めていく。それでもなお、
不納欠損額の縮減効果が見られない場合は、予納金制
度の再導入等も含め、対策を検討していく。
　なお、累積している別途管理債権については、９０
００人を超える債務者について再調査を行うため、必
要な要員を確保するなど、早急に債権管理のための体
制強化に取り組んでいく。
　水道料金債権については、地方公営企業会計原則を
踏まえ、適正な管理に努めるとともに、別途管理債権
については今後、決算資料に添付するなど、適切に報
告していく。
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市内中学校元生徒らによる損害賠償請求に係る訴状が提出されるまでの経緯について※

市有施設のブロック塀の点検調査および通学路の安全点検について※

１　点検調査の概要について
⑴点検調査の対象
　市が所有し、管理している施設のブロック塀
⑵点検調査の内容
　①ブロック塀の有無
　②高さが２．２ｍを超えるブロック塀の有無
　③ 高さが１．２ｍを超える場合で３．４ｍ以下の間隔で
　　控え壁を設置していないブロック塀の有無
　④劣化（傾きを含む）や損傷があるブロック塀の有無
⑶点検調査の開始時期
　 市立小中学校および市立保育園等は６月１９日に、そ

の他の市有施設は６月２１日に点検調査を開始
２　点検調査の結果
(1)小中学校
　 ６月２３日から２５日に行った、一級建築士の資格を

有する職員による点検調査後の結果

(2)その他の市有施設
　 ６月２６日までに、施設所管部署から報告を受けた点

検調査の結果

※ 報告のあったブロック塀には、民地との境界にあり現時点でその
所有が明確でないものを含み、調査内容②から④の報告件数は、
重複している場合がある。
３　小中学校にあるブロック塀の対応について
　６月１９日、各小中学校長に指示をし、教職員による
緊急点検を行い、その結果を６月２０日までに受けた。
　小学校３校、中学校１校のブロック塀の高さが建築基
準法の規定２．２ｍを超えていることが確認され、その
うち仙波小学校プール外壁については、道路に面してお
り、早急な対応が必要と判断し、６月２３日から２４日
までに撤去および仮設目隠しの設置を完了した。
　さらに、全ての学校について、直ちに専門的知識を有
する者による点検が必要と判断し、６月２３日から２５
日に一級建築士資格を有する職員による点検を実施。そ
の結果、高さが２．２ｍを超えていたブロック塀が小学

点検調査の内容 ① ② ③ ④
結果（件数） ４２ ５ １７ １１

点検調査の内容 ① ② ③ ④
結果（件数） ５８ ４ ２４ １２

校４校、中学校１校で確認され、この５校のブロック塀
については、６月２８日から順次撤去を行っている。ま
た、建築基準法に規定されている高さが１．２ｍを超
え、控え壁が３．４ｍ以下の間隔で設置されていないブ
ロック塀が、小学校１４校、中学校３校で確認され、直
ちに倒壊等のおそれはないものの、著しいひび割れ、破
損または傾斜が生じているブロック塀が小学校８校、中
学校３校で確認された。
　これら全てのものについては、緊急性の高いものから
優先順位を付け、順次早急に撤去または修繕を実施す
る。
４　通学路の安全点検と対応について
　６月２７日までに全ての市立学校において追加の安全
点検が終了した。追加点検では、通学路すべてに至るま
で点検をし、市立川越高等学校、市立特別支援学校も、
それぞれ川越駅、札の辻バス停から学校までの通学路の
安全点検を実施し、結果、全ての市立学校の通学路で、
地震発生時に危険性のある場所があることを確認した。
　確認した危険性のある場所については、学校が児童生
徒と共有し、地震が発生した時に危険性のある場所にい
た場合、壁などから離れる、頭部を保護するなどの行動
がとれるよう指導するとともに、日常の登下校等におい
ても、危険性のある場所は注意して通るよう指導してい
る。また、保護者や地域にも通学路の安全点検を実施し
たことを伝え、家庭でも地震発生時に、児童生徒が自分
の安全を守ることができるよう指導してもらうととも
に、地域には児童生徒の安全確保への協力をお願いし、
併せて、地域全体で防災への意識を高めてもらえるよう
取り組んでいく。
５　今後の対応について
　引き続き、市有施設の調査内容を精査するとともに、
建築基準法に適合しない疑いのあるブロック塀をはじめ
報告のあったブロック塀については、６月２７日から一
級建築士の資格を有する職員による現地調査を実施して
おり、調査の結果を踏まえて、早急な撤去や修繕等を実
施していく。また、現在集計を行っている民間の保育施
設等の点検結果および、今後、市有施設のブロック塀の
撤去や修繕等の対応を行った場合は、適時報告する。

１　事案の概要
　平成２７年４月に市内中学校に入学した生徒およびそ
の親権者である父母は、元生徒が不登校になったことは
学校でのいじめが原因であると考え、このいじめに対す
る学校の対応は、いじめ防止対策推進法に規定する速や
かな措置を講ずることなどの義務違反であり、その義務
違反は、国家賠償法上の違法であるとして、本市に損害
賠償を請求した。
２　請求金額　２１，８３１，７８８円
３　当事者　　原告　元生徒および親権者である父母
　　　　　　　被告　川越市
４　経緯　
  
  

平成２８年１月 
以降

元生徒が授業を受けるに当たっての
支援を行いながら、元生徒の保護者
および代理人と継続した話し合いを
行う。

平成２９年１月 当該中学校「いじめ対策委員会」が
調査開始

４月 当該中学校が「いじめ対策委員会」
報告書を保護者に交付

７月 保護者からの申し入れにより、教育
委員会における「川越市いじめ問題
対策委員会」が調査開始

平成３０年３月 教育委員会が「いじめ事案に関する
報告書」を保護者に交付

５月９日 提訴
６月２２日 訴状受理

平成２７年４月 元生徒が市内中学校に入学
１２月 元生徒がいじめを受けていると学校

に申し立て
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　第２回急施臨時会を４月６日に開会し、市長提出議案５件および議員提
出議案１件の審議、議長・副議長の辞職、選挙、各委員会の委員の選任等
が行われ、同日閉会しました。
　なお、急施臨時会とは、議会の招集に際し、法定告示期間（７日）を置
かずに、開催した臨時会をいいます。

議案に対する質疑については、第２回急施臨時会の会議録（川越市議会ホームページまたは図書館等で）またはイ
ンターネット録画放送（川越市議会ホームページから）よりご覧いただけます。

消防組合議会議員

議会運営委員会

第２回
急施臨時会

議案第５８号　専決処分の承認 ―承　認―
　介護保険法施行規則等の改正に伴い、指定地域密着
型介護サービス事業者の申請者の基準や、指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業所および指定夜間対
応型訪問介護事業所における人員の基準について、川
越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準等を定める条例の一部を改正したも
のです。

議案第５９号　川越市道路線の認定 ―原案可決―
　分譲による開発行為に伴い新設した今福地内の市道
６９５６号線の認定を求めるものです。

議案第６０号　専決処分の承認 ―承　認―
　地方税法等の改正に伴い、国際的二重課税の調整の
ため、内国法人が外国関係会社に対して課された所得
税等の合算課税の対象部分のうち、その内国法人の法
人税等から控除し切れなかった金額の法人市民税から
の控除、法人市民税の納期限を延長した場合の延滞金

市長提出議案 の計算期間、利便性等向上改修工事が行われた改修実
演芸術公演施設に対する固定資産税および都市計画税
減額の申告手続、その他所要の規定について、川越市
税条例の一部を改正したものです。

議案第６１号　専決処分の承認 ―承　認―
　地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の均
等割額の軽減対象となる所得基準額の引き上げについ
て、川越市国民健康保険税条例の一部を改正したもの
です。

同意第２号　副市長の選任�〈宍戸信敏�氏〉�―同　意―

議案第１号　�川越市議会委員会条例の一部を改正する
条例� ―原案可決―

　平成３０年４月１日付で新たに会派が結成されたこ
とに伴い、議会運営委員会の委員の定数を変更しよう
とするものです。

議員提出議案

　大泉一夫議長、中原秀文副議長の辞職願が提出され、これ
を許可しました。
　議長、副議長が欠員となったため、選挙を行った結果、議
長に小野澤康弘議員が、副議長に山木綾子議員が当選し、就
任しました。
＊議長、副議長の紹介は、１６ページをご覧ください。

　三上喜久蔵委員長、吉野郁惠副委員長、吉敷賢一郎委
員、中村文明委員、小野澤康弘委員、小ノ澤哲也委員から
委員の辞任願が提出され、これを許可し、新たに海沼秀幸
議員、荻窪利充議員、桐野忠議員、中原秀文議員、近藤芳
宏議員、新井喜一議員を委員に選任しました。あわせて新
たに会派が結成されたことから、小林薫議員を委員に選任
しました。
　同日、正副委員長の互選を行った結果、小林薫委員が委
員長に、中原秀文委員が副委員長に互選されました。

　１名の欠員が生じたため、選挙を行った結果、
次の議員が当選しました。

中原　秀文

●�２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
ク対策特別委員会

　中村文明委員、小野澤康弘委員から委員の辞
任願が提出され、これを許可し、新たに中原秀
文議員、小ノ澤哲也議員を委員に選任しまし
た。

●川越駅周辺対策特別委員会
　山木綾子委員長、小ノ澤哲也副委員長、小高
浩行委員から委員の辞任願が提出され、これを
許可し、新たに中原秀文議員、吉田光雄議員、
大泉一夫議員を委員に選任しました。
　同日、委員長の互選を行った結果、吉田光雄
委員が委員長に互選されました。

●防災・減災対策特別委員会
　小野澤康弘委員長、桐野忠副委員長、山木綾
子委員から委員の辞任願が提出され、これを許
可し、新たに小高浩行議員、大泉一夫議員、片
野広隆議員を委員に選任しました。
　同日、正副委員長の互選を行った結果、吉野
郁惠委員が委員長に、樋口直喜委員が副委員長
に互選されました。

議長·副議長 特別委員会
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、
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長
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を
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っ
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果
、
大
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夫
委
員
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委
員
長
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れ
ま
し
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。

　
５
月
22
日
、
次
の
と
お
り

常
任
委
員
会
の
所
属
変
更
が

あ
り
ま
し
た
。

三
浦
邦
彦
議
員

産
業
建
設
常
任
委
員
会
か
ら

総
務
財
政
常
任
委
員
会
へ

関
口
勇
議
員

総
務
財
政
常
任
委
員
会
か
ら

産
業
建
設
常
任
委
員
会
へ

　
６
月
７
日
、
次
の
と
お
り

議
席
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

小
野
澤
康
弘
議
員
　
第
21
番

吉
田
　
光
雄
議
員
　
第
27
番

常
任
委
員
会

議
席
の
変
更

　
４
月
６
日
、
山
木
綾
子
委

員
か
ら
片
野
広
隆
議
員
に
委

員
の
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

　
５
月
22
日
、
海
沼
秀
幸
委

員
、
荻
窪
利
充
委
員
か
ら
辞

任
願
が
提
出
さ
れ
、
同
日
、

議
長
が
こ
れ
を
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可
し
、
新

た
に
吉
敷
賢
一
郎
議
員
、
三

上
喜
久
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員
を
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員
に
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ま
し
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５
月
22
日
、
三
浦
邦
彦
委

員
か
ら
辞
任
願
が
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出
さ
れ
、

同
日
、
議
長
が
こ
れ
を
許
可

し
、
新
た
に
栗
原
瑞
治
議
員

を
委
員
に
選
任
し
ま
し
た
。

　
６
月
26
日
、
副
委
員
長
の

互
選
を
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っ
た
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果
、
樋
口

直
喜
委
員
が
副
委
員
長
に
互

選
さ
れ
ま
し
た
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副
委
員
長

図
書
室
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

川
越
駅
周
辺
対
策
特
別
委
員
会

議

会

情

報

　レズビアン（女性に惹かれる女性）、ゲイ（男性に惹かれる
男性）、バイセクシュアル（両方の性を好きな人）、トランス
ジェンダー（もともとの性と別の性を生きたい・もしくは生き
ている人）の頭文字をとった総称を「ＬＧＢＴ」といい、そう
した「セクシュアル・マイノリティー（性的少数者）」に当た
る人は人口の５％ほど、２０人に１人いるとされてきました。
　今、川越市には声を出せずにひっそりと生きることを余儀な
くされている性的少数者の当事者が多く居住しているはずです。
いかなる人間も一人では生きていけません。家族を営むことは
人としての根源的な人権です。同性と親密な関係を築きたい人
を、そこから排除することは、不当な差別にもつながります。
　多様性が都市の魅力を形成する重要な要素として認識されて
いる世界では、ＬＧＢＴの人たちにそうでない人と同様の権利
を与えることは当然で、近年ではそれに加え、当事者にとって
活躍しやすい社会づくりに向けてさまざまな法律が次々と生ま
れている状況です。
　観光都市そして国際都市たる川越市は、２０２０年の東京オ
リンピックの開催都市でもあり、人権を尊重する都市として認
められることは、市民のプライドの醸成にもつながるでしょ
う。国際オリンピック委員会は、オリンピズムの根本原則に
「性的指向による差別の禁止」を明文で盛り込みました。私た
ちは、川越市がオリンピズムの根本原則にのっとり、同性カップ
ルを含む「パートナーシップの公的認証」のための制度を作る
ことを希望しています。そのことがＬＧＢＴへの理解の促進、
差別の解消につながり、性的少数者が自分らしく生きられる社
会の実現に近づくことができるばかりか、他の自治体や国、企
業に対して大きなインパクトを与えることになると考えます。

　これらの動きは日本の自治体や企業にも波及しており、東
京都渋谷区・世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄
県那覇市、北海道札幌市、福岡県福岡市で同性パートナーの
認証制度が開始されています。国レベルでも超党派のＬＧＢ
Ｔ議員連盟が発足し、自民党、公明党、民進党などでも特命
委員会などが活動を始めています。民間企業では、同性カッ
プルにも異性間の結婚と同様の福利厚生が適用されており、
生命保険会社では同性カップルも死亡保険金の受取人として
指定することを認めるようになってきています。
　性的少数者は、これまでさまざまな行政サービスの対象か
ら外されてきましたが、全ての川越市民が「住むことに誇り
を持ち、住んでよかったと思えるまち」と思えるよう、以下
の施策を積極的に進めていただきたいと考えております。

１ ．川越市でも、同性同士で生活する者も家族として扱う
「パートナーシップの認証制度（仮称）」を創設し、その
存在を公に認める方策をとることにより、川越市を性的少
数者にとっても住みやすい、魅力ある観光都市、国際都市
にしていただきたい。

２ ．川越市が、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップル
を「家族」という単位で供与するサービスや事務にはどの
ようなものがあるのか、具体的に精査することを求めま
す。その上でそれらのうちどれが同性カップルにも適用が
可能かについて提示していただきたい。

３ ．川越市の教育、福祉、医療、就業、その他の行政活動に
おいて、性自認（ＧＩ）、性的指向（ＳＯ）による差別を
許さないための諸施策を講じていただきたい。

川越市における同性カップルの「パートナーシップの公的認証」に関する請願
―採　択―　

提出者　請願共同代表者　 川越市脇田本町９－９（１１０２号室）古積　　健 
川越市脇田本町９－９（１１０２号室）相場　謙治　ほか２８２８名

【概　要】

請願第１号
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５
件
の
市
政
報
告
の
中
に
は
、

地
震
を
受
け
市
内
小
中
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校

の
塀
等
の
調
査
報
告
も
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
市
民
要
望

が
多
か
っ
た
、
新
た
な
交
通

施
策
に
つ
い
て
も
報
告
が
あ

り
、
議
員
提
出
議
案
も
提
出

さ
れ
、
請
願
も
採
択
と
、
今

回
は
盛
り
だ
く
さ
ん
の
議
会

だ
よ
り
に
な
り
ま
し
た
。
今

後
も
見
や
す
い
紙
面
に
な
る

よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す

の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

（ 

桐
野
　
忠
） 

　６月７日、今定例会の開会日に議場コンサート
を開催しました。
　今回は、平成２９年度川越市人材発掘公開オー
ディションで選ばれた団体の一つである「F

フィグール

igur 
S
サ ク ソ フ ォ ン

axophone Q
カ ル テ ッ ト

uartet」により、「ディヴェルティ
メント ニ長調 K.136」、「ふるさと」、「Ａ列
車でいこう」の３曲の演奏が行われました。

川越市人材発掘公開オーディションとは…
市内小学校でのアウトリーチ（ワークショップ付演奏会）活
動、市主催の各種イベントへの出演など、音楽の楽しさ、す
ばらしさを次世代へ伝えるための活動をしていただく人・グ
ループを選考するため開催するものです。

今定例会の傍聴人数

次回もお待ちしております

発
行
　
川
越
市
議
会

編
集
　�

川
越
市
議
会
広
報
紙

編
集
委
員
会

電
話
　
０
４
９
︱
２
２
４
︱
６
０
６
７

編
集
後
記

議 場 コ ン サ ー ト

平成30年川越市議会第3回定例会
合計96名の方が傍聴されました。

開　会　日   ……  11 名
議案質疑①   ……    3 名
議案質疑②   ……    6 名
一般質問①  ……  14 名

一般質問②  ……    8 名
一般質問③  ……    8 名
一般質問④   ……  11 名
最　終　日   ……  35 名

正
副
議
長
の
紹
介

　防災・減災対策特別委員会は、平成２９年１０月に発
生した台風第２１号による被害を契機に設置され、風水
害対策に関すること、とりわけ二度と同じような被害が
起こらないよう対策を講じる必要があるとの共通認識の
下、水害対策について優先的に調査を行っています。
　本格的な雨期を迎え、市民の生命と財産を守るため、
６月２７日、緊急に「水害対策をはじめとした防災・減
災に関する要請書」を市長に提出しました。

○早急な災害復旧について
　一刻も早い災害復旧に努めるとともに復旧工事が完了
するまでの間、二次災害が発生しないよう、その対策を
講じること。また、被災者支援の充実を検討すること。
○組織体制の見直しについて
　これまでの間、庁内の組織体制の見直しが図られた
が、消防等関係機関や市民との連携についても早急に見
直しを行うこと。

○人材育成について
　市民や市職員の防災知識の向上を図り、地域の防災
アドバイザーとなる防災士の育成に努めるとともにそ
の補助を図ること。
○市民への啓発活動について
　自助・共助・公助の観点から防災ハンドブックや内
水・洪水ハザードマップを早急に作成し、全戸配布す
るとともにホームページでの周知に努めること。
○マイタイムラインの普及について
　災害の発生を前提に、災害時に発生する状況をあら
かじめ想定し、市、地域住民や関係機関などが連携し
た防災行動とその実施主体を整理したマイタイムライ
ンを策定するとともに災害の早期予知に努めること。
○防災訓練の充実について
　地域ごとの特徴を捉え、画一的な訓練ではなく、地
域住民とのコミュニケーションを図り、地域に即した
実効性のある訓練を実施すること。

「水害対策をはじめとした防災 · 減災に関する要請書」を市長に提出
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副議長
山　木　綾　子
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議　長
小野澤　康　弘


